
 

 

 

 

 

 

９月定例会の日程が下記のとおり変更になりました。（赤字） 

９月議会定例会は９月１１日から１４日までの日程で、役場庁舎２階の議場で開催さ

れます。今定例会には、平成２９年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算認定や平成

３０年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算、条例改正、条例制定、契約案件、人

事案件など全２２議案が提出されます。 

一般質問は１３（木）に行われ、７人の議員が村長に質問をします。 

詳しくは、３ページをご覧ください。 

 

議会傍聴は、受付簿に住所、氏名を記入するだけで気軽に傍聴できます。また、議会

審議がわかりやすいように議案資料を回覧します。 

村民のみなさまのお越しをお待ちしております。 

（議会事務局 電話 0240-38-3803） 

       

              ◆会 期 日 程 

９月 

１１日（火）午前９時 本会議 

開会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

行政報告 

双葉地方広域市町村圏組合議会報告 

公立小野町地方綜合病院企業団議会報告 

監査委員報告 

議案の一括上程(２２議案) 

村長の提案理由説明 

上記終了後 

平成 29 年度決算説明 

 

１２日（水）平成 29 年度決算説明 休会 

１３日（木）一般質問 

一般質問者 ７名 

 

１４日（金）午前 9 時（予定）本会議 

開会 

議案審議 

質疑・討論・採決 

産業建設常任委員会報告（請願・陳情） 

常任委員会合同行政視察調査報告 

閉会中の継続調査の申し出 

閉会 

 

 

 

 

 

平成３０年第３回川内村議会定例会日程の変更 

について                  



◆提出予定議案 

◇平成２９年度決算認定 

・平成２９年度川内村一般会計歳入歳出決算認定について 

・平成２９年度川内村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について 

・平成２９年度川内村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について 

・平成２９年度川内村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

・平成２９年度川内村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について 

・平成２９年度川内村介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について 

・平成２９年度川内村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

◇平成３０年度補正予算 

・平成３０年度川内村一般会計補正予算（第２号） 

 ・平成３０年度川内村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号） 

・平成３０年度川内村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号） 

・平成３０年度川内村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

・平成３０年度川内村介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号） 

・平成３０年度川内村介護サービス事業勘定特別会計補正予算（第２号） 

・平成３０年度川内村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

◇条例改正 

・川内村税条例の一部を改正する条例について 

・川内村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

・川内村消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

◇条例制定 

・村長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 

◇契約の締結 

・工事請負契約の締結について（第３５号 川内村穀物乾燥調製施設建設工事） 

◇人事案件 

・平成３０年度 川内村特別功労表彰につき同意を求めることについて（２件） 

・川内村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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※一般質問とは、議員が村の事業状況や方針などについて、報告や説明を求め 

たり質問したりすることです。今回の議会において通告されている質問議員と 

一般質問の内容は下記のとおりです。 

 

通告順 議  員 質 問 事 項 

１ 新 妻 幸 子 １．川内村国保診療所の現状について 

２ 久保田裕樹 １．阿武隈民芸館の運用状況について  

３ 井 出 剛 弘 １．村づくりについて 

４ 坪 井 利 之 １．原子力被災１２市町村農業者支援事業について   

５ 志 田  篤 １．村職員の懲戒処分について 

６ 高 野 政 義 
１．家庭用防犯カメラ設置について 

２．川内村婦人消防隊について 

７ 松 本 勝 夫 

１．基本構想（第５次川内村総合計画）に係る実施計画書の策定につ

いて 

２．村内における生鮮食品販売店の確保 

３．職員の資質の向上について 

４．村税等に係る不納欠損について 

※今回の一般質問は、一問一答方式で行われます。この方式は、案件に対する疑問点 

をひとつずつ取り上げ、納得いくまで質問、答弁を繰り返す方法です。質問者の持ち 

時間は、６０分以内で行われます。 
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◇一般質問は 9 月１３日（木）午前 9 時からです 


